
静岡市空き家建替え促進事業補助金交付要綱
　（趣旨）

第１条　静岡市は、利活用が困難な空き家の建替え及び空き家跡地の有効活用を促進することにより、安全・安心な住環境の確保を図ることを目的として、空き家を除却する所有者等に対して、予算の範囲内で静岡市空き家建替え促進事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則（平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところによる。

　（定義）
第２条　この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
（１）空き家　静岡市に所在する建築物のうち、１年以上居住その他の使用がなされていない戸建住宅であって、人の居住以外の用途に供する部分の床面積が当該住宅の延べ面積の２分の１未満であるものをいう。

（２）木造住宅　建築物のうち、木造の住宅であるものをいう。

（３）非木造住宅　建築物のうち、木造住宅以外の住宅をいう。　

（４）空き家建替え促進事業　空き家の敷地（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第１条第１号に規定する敷地をいう。以下同じ。）内に存する建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１号に規定する建築物をいう。）、立木、生垣等を除却し、更地にする工事を行う事業をいう。

（補助対象空き家）
第３条　補助金の交付の対象となる空き家（以下「補助対象空き家」という。）は、次の各号のいずれにも該当する空き家とする。
（１）次のア又はイのいずれかに該当する空き家であること。
ア　次のいずれかに該当する木造住宅
（ａ）建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本的な方針」という。）の別添に定める方法に基づいて行う耐震診断（国土交通大臣がこれと同等以上と認める方法を含む。以下「耐震診断」という。）の結果、上部構造評点が１．０未満であるもの
（ｂ）一般財団法人日本建築防災協会発行の「誰でもできるわが家の耐震診断」に基づく耐震診断（以下「誰でもできるわが家の耐震診断」という。）の結果、評点が７点以下であるもの
イ　基本的な方針の別添に定める方法に基づいて行う耐震診断の結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い若しくはその危険性があると判定された非木造住宅
（２）この要綱に基づく補助金の交付の対象となる工事について、国又は地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないこと。
（３）公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。

（補助対象者）
第４条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号に掲げる空き家の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
（１）権利関係者（所有権その他の法令上の権利を有する者をいう。以下同じ。）が一である空き家　次のア及びイのいずれにも該当する自然人
ア　空き家の所有者（法定相続人を含む。）又はその者の法定代理人であること。
イ　静岡市に納めるべき税を滞納していないこと。

（２）権利関係者が二以上である空き家　次のア及びイのいずれにも該当する自然人
ア　空き家の除却及びこの要綱に定める事項について、全ての権利関係者の同意を得た代表者であること。
イ　静岡市に納めるべき税を滞納していないこと。
（補助事業）

第５条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす事業で、市長が必要があると認めるものとする。
（１）一の補助対象空き家に対する空き家建替え促進事業であること。
（２）建設業法（昭和24年法律第100号）別表第１の下欄に掲げる解体工事業に係る同法第３条第１項の許可を受けた者又は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成11年法律第160号）第21条第１項の登録を受けた解体工事業者に請け負わせるものであること。
　（補助対象経費）
第６条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業に要する経費のうち、主たる建築物を除却する工事に要する経費とする。
　（補助金の額）
第７条　補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額と、主たる建築物の延べ面積１平方メートルにつき３万9,900円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額とし、100万円を限度とする。
２　前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。
　（交付の回数）
第８条　補助金の交付は、一の補助対象者につき、１回限りとする。
２　第４条第２号アの規定による同意をした権利関係者は、その同意に係る空き家について補助金の交付を受けたものとみなす。
　（交付の申請）
第９条　補助金の交付の申請をしようとする者は、空き家建替え促進事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
（１）事業計画書（様式第２号）
（２）所有者の住民票及び１年以上居住その他の使用がなされていないことを証する書類
（３）位置図

（４）公図の写し
（５）建物の登記事項証明書（未登記である場合は固定資産評価証明）

（６）建物配置図
（７）建築物の延べ面積が分かる書類

（８）耐震診断または誰でもできるわが家の耐震診断の結果が分かる書類
（９）空き家建替え促進事業に係る見積書の写し（補助対象経費と補助対象外経費（立木・生垣等）が区分され、かつ判別できるよう内訳を明記したもの）
（10）空き家の外観写真
（11）法定相続人又は法定代理人であることを証する書類（法定相続人又は法定代理人である場合に限る。）
（12）空き家建替え促進事業補助金の関係機関への照会に係る同意書（様式第３号）
（13）空き家除却及びこの要綱に定める事項に係る同意書（第４条第２号に定める者に限る｡)
（14）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
　（交付の決定等）
第10条　市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、空き家建替え促進事業補助金交付決定通知書（様式第４号）により、当該申請者に通知するものとする。
２　前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第５条の２各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
　（交付の条件）
第11条　市長は、前条第１項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第６条第１号から第３号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
（１）補助事業の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、並びにこれらの書類を補助金の交付を受けた年度の終了後10年間保管しなければならないこと。
（２）前号に掲げるもののほか、補助事業ごとに市長が必要があると認める事項を遵守すること。
　（変更、中止又は廃止の承認申請）
第12条　第９条第１項の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ空き家建替え促進事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第５号）に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
（１）変更事業計画書（様式第２号）
（２）変更後の見積書の写し
（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
　（変更、中止又は廃止の承認）
第13条　市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、空き家建替え促進事業変更（中止・廃止）承認通知書（様式第６号）により補助事業者に通知するものとする。
　（実績報告）
第14条　補助事業者は、当該補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。）は、空き家建替え促進事業実績報告書（様式第７号）に次に掲げる書類を添付して、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の３月31日のいずれか早い日（市長が特別の理由があると認める場合は、市長が別に定める日）までに市長に提出しなければならない。
（１）事業実績書（様式第２号）
（２）領収書の写し
（３）除却後の写真
（４）閉鎖事項証明書又は第５条第２号に規定する者が発行する解体証明書（建物滅失証明書）
（５）前３号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
　（補助金の額の確定）
第15条　市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査するとともにその報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、空き家建替え促進事業補助金交付確定通知書（様式第８号）により当該補助事業者に通知するものとする。
　（請求）
第16条　前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して10日以内に請求書を市長に提出しなければならない。
　（雑則）
第17条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
　　　附　則
（施行期日）
　１　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
（この要綱の失効）

２　この要綱は、令和10年３月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付の決定を受けた補助金の交付又は返還については、この要綱の規定は、同日後もなおその効力を有する。

様式第１号（第９条関係）
空き家建替え促進事業補助金交付申請書
年　月　日　
（宛先）静岡市長
	申請者
	住所
	〒

	
	氏名
	

	
	電話
	


補助金の交付を受けたいので、空き家建替え促進事業補助金交付要綱第９条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。
１　交付申請額　　　　　　　　　　円
２　添付書類
（１）事業計画書（様式第２号）
（２）所有者の住民票及び１年以上居住その他の使用がなされていないことを証する書類

（３）位置図
（４）公図の写し
（５）建物の登記事項証明書（未登記である場合は固定資産評価証明）
（６）建物配置図
（７）建築物の延べ面積が分かる書類
（８）耐震診断または誰でもできるわが家の耐震診断の結果が分かる書類
（９）空き家建替え促進事業に係る見積書の写し（補助対象経費と補助対象外経費（立木・生垣等）が区分され、かつ判別できるよう内訳を明記したもの）

（10）空き家の外観写真

（11）法定相続人及び法定代理人であることを証する書類（法定相続人及び法定代理人である場合に限る。）

（12）空き家建替え促進事業補助金の関係機関への照会に係る同意書（様式第３号）

（13）空き家除却及びこの要綱に定める事項に係る同意書（第４条第２号に定める者に限る｡)

（14）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
様式第２号（第９条、第12条、第14条関係）
事業計画書（変更事業計画書、事業実績書）
年　月　日
（宛先）静岡市長
１　事業予算（決算）
	事業予算（決算）額
	補助対象経費
	　その他経費

	円
	円
	円


２　事業計画（変更事業計画・事業実績）
（１）空き家の概要

	空き家所在地
	静岡市

	空き家所有者の氏名及び住所
	

	敷地所有者の氏名及び住所
	

	建築年月日
	年 　　月 　　日
	用途
	

	建築物の構造階数
	造　　　階建て
	延べ面積
	　㎡

	耐震診断の方法
	□平成18年国土交通省告示第184号による方法 

□「誰でもできるわが家の耐震診断」による方法 

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　 ） 

	空き家となった理由
	


（２）除却工事の概要

	工事施工業者
	業者名
代表者名 

住所 

電話番号 

□建設業の場合 

建設業許可 □大臣 □知事　　　　　　　　　　 号 

（　　　　　　　　 工事業） 

主任技術者（監理技術者）氏名 

□解体工事業の場合 

解体工事業登録　　　　　　知事　　　　　　号 

技術管理者氏名

	除却事業の内容
（具体的に）
	

	事業実施期間
（除却工事の予定期間）
	年　　月　　日から　　　年　　月　　日まで

	除却後の敷地利用
	□売却・譲渡予定
□継続所有予定
（□更地のまま・□建築物を新築・□駐車場等）
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


様式第３号（第９条関係）
空き家建替え促進事業補助金の関係機関への照会に係る同意書
　私は、空き家建替え促進事業補助金の交付申請に当たり、下記の事項について、担当職員が関係機関に照会することに同意します。
記
　１　市税の納付状況
　　　　　　年　　月　　日
　　静岡市長
　　　住　　所　　　　　　　　　　
　　　　申請者　氏　　名　　　　　　　　　　
（自署又は記名押印）
生年月日　　　　　　　　　　

電話番号　　　　　　　　　　

様式第４号（第10条関係）
第　　　号　
年　月　日　
　　　　　　　　　　様
静岡市長　氏　　　名　印　
空き家建替え促進事業補助金交付決定通知書
年　月　日付けで申請のあった補助金の交付については、静岡市空き家建替え促進事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第10条第１項の規定により、次のとおり決定したので、通知します。
１　交付決定額　　　　　　　　　　円
２　交付の時期
３　交付の条件
（１）次に掲げる記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
ア　補助事業の目的又は内容
イ　補助事業の事業計画又は事業予算
（２）補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
（３）補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
（４）補助事業の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、並びにこれらの書類を補助金の交付を受けた年度の終了後10年間保管しなければならないこと。
（５）（１）から（４）までに掲げるもののほか、静岡市補助金等交付規則（平成15年度静岡市規則第44号）、要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。
様式第５号（第12条関係）
空き家建替え促進事業補助金変更（中止・廃止）承認申請書
年　月　日　
（宛先）静岡市長
	申請者
	住所
	〒

	
	氏名
	

	
	電話
	


年　月　日付け　　　第　　　号により補助金の交付の決定を受けた事業の変更（中止・廃止）について、承認を受けたいので、静岡市空き家建替え促進事業補助金交付要綱第12条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。
１　変更（中止・廃止）の内容
２　変更（中止・廃止）の理由
様式第６号（第13条関係）
第　　　　号
年　月　日
　　　　　　　　　　様
静岡市長　氏　　　名　印　
空き家建替え促進事業補助金変更（中止・廃止）承認通知書
年　月　日付けで申請のあった補助事業の変更（中止・廃止）については、静岡市空き家建替え促進事業補助金交付要綱第13条の規定により、次のとおり承認したので、通知します。
承認の内容
様式第７号（第14条関係）
空き家建替え促進事業補助金実績報告書
年　月　日　
（宛先）静岡市長
	報告者
	住所
	〒

	
	氏名
	

	
	電話
	


年　月　日付け　　　第　　　号により補助金の交付の決定を受けた事業が完了したので、静岡市空き家建替え促進事業補助金交付要綱第14条の規定により、次のとおり関係書類を添えて報告します。なお、当該補助金の交付確定のため、市長が必要があると認める審査及び調査が行われることに同意します。
１　交付決定額　　　　　　　　　　円
２　除却完了年月日　　　　年　月　日
３　添付書類
（１）事業実績書（様式第２号）
（２）領収書の写し
（３）除却後の写真（除却完了日がわかる写真）
（４）閉鎖事項証明書又は第５条第２号に規定する者が発行する解体証明書（建物滅失証明書）

（５）市長が必要があると認める書類
様式第８号（第15条関係）
第　　　号　
年　月　日　
　　　　　　　　　　様
静岡市長　氏　　　名　印　
空き家建替え促進事業補助金交付確定通知書
年　月　日付け　　　第　　　号により決定した補助金の交付について確定したので、静岡市空き家建替え促進事業補助金交付要綱第15条の規定により、次のとおり通知します。
１　交付決定額　　　　　　　　　　円
２　交付確定額　　　　　　　　　　

